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猪名川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

令和８年３月２３日  

条例第４号  

 

第１条 猪名川町国民健康保険税条例（昭和３４年条例第５号）の一部を次のように改正す

る。 

第３条第１項中「１００分の６．１１」を「１００分の６．４８」に改める。 

第５条中「２６，８００円」を「２８，３００円」に改める。 

第６条中「１００分の２．３９」を「１００分の２．６８」に改める。 

第７条の２中「１０，３００円」を「１１，５００円」に改める。 

第７条の３第１号中「７，６００円」を「７，９００円」に改め、同条第２号中「３，

８００円」を「３，９５０円」に改め、同条第３号中「５，７００円」を「５，９２５円」

に改める。 

第８条中「１００分の２．６１」を「１００分の２．６４」に改める。 

第９条の２中「１２，３００円」を「１２，９００円」に改める。 

第９条の３中「６，２００円」を「６，５００円」に改める。 

第２３条第１項第１号ア中「１８，７６０円」を「１９，８１０円」に改め、同号ウ中

「７，２１０円」を「８，０５０円」に改め、同号エ（ア）中「５，３２０円」を「５，

５３０円」に改め、同号エ（イ）中「２，６６０円」を「２，７６５円」に改め、同号エ

（ウ）中「３，９９０円」を「４，１４８円」に改め、同号オ中「８，６１０円」を「９，

０３０円」に改め、同号カ中「４，３４０円」を「４，５５０円」に改め、同項第２号ア

中「１３，４００円」を「１４，１５０円」に改め、同号ウ中「５，１５０円」を「５，

７５０円」に改め、同号エ（ア）中「３，８００円」を「３，９５０円」に改め、同号エ

（イ）中「１，９００円」を「１，９７５円」に改め、同号エ（ウ）中「２，８５０円」

を「２，９６３円」に改め、同号オ中「６，１５０円」を「６，４５０円」に改め、同号

カ中「３，１００円」を「３，２５０円」に改め、同項第３号ア中「５，３６０円」を「５，

６６０円」に改め、同号ウ中「２，０６０円」を「２，３００円」に改め、同号エ（ア）

中「１，５２０円」を「１，５８０円」に改め、同号エ（イ）中「７６０円」を「７９０

円」に改め、同号エ（ウ）中「１，１４０円」を「１，１８５円」に改め、同号オ中「２，
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４６０円」を「２，５８０円」に改め、同号カ中「１，２４０円」を「１，３００円」に

改め、同条第２項第１号ア中「４，０２０円」を「４，２４５円」に改め、同号イ中「６，

７００円」を「７，０７５円」に改め、同号ウ中「１０，７２０円」を「１１，３２０円」

に改め、同号エ中「１３，４００円」を「１４，１５０円」に改め、同項第２号ア中「１，

５４５円」を「１，７２５円」に改め、同号イ中「２，５７５円」を「２，８７５円」に

改め、同号ウ中「４，１２０円」を「４，６００円」に改め、同号エ中「５，１５０円」

を「５，７５０円」に改める。 

第２条 猪名川町国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。 

第３条第１項中「１００分の６．４８」を「１００分の６．８５」に改める。 

第５条中「２８，３００円」を「２９，９００円」に改める。 

第６条中「１００分の２．６８」を「１００分の２．９６」に改める。 

第７条の２中「１１，５００円」を「１２，８００円」に改める。 

第７条の３第１号中「７，９００円」を「８，２００円」に改め、同条第２号中「３，

９５０円」を「４，１００円」に改め、同条第３号中「５，９２５円」を「６，１５０円」

に改める。 

第８条中「１００分の２．６４」を「１００分の２．６７」に改める。 

第９条の２中「１２，９００円」を「１３，５００円」に改める。 

第９条の３中「６，５００円」を「６，８００円」に改める。 

第２３条第１項第１号ア中「１９，８１０円」を「２０，９３０円」に改め、同号ウ中

「８，０５０円」を「８，９６０円」に改め、同号エ（ア）中「５，５３０円」を「５，

７４０円」に改め、同号エ（イ）中「２，７６５円」を「２，８７０円」に改め、同号エ

（ウ）中「４，１４８円」を「４，３０５円」に改め、同号オ中「９，０３０円」を「９，

４５０円」に改め、同号カ中「４，５５０円」を「４，７６０円」に改め、同項第２号ア

中「１４，１５０円」を「１４，９５０円」に改め、同号ウ中「５，７５０円」を「６，

４００円」に改め、同号エ（ア）中「３，９５０円」を「４，１００円」に改め、同号エ

（イ）中「１，９７５円」を「２，０５０円」に改め、同号エ（ウ）中「２，９６３円」

を「３，０７５円」に改め、同号オ中「６，４５０円」を「６，７５０円」に改め、同号

カ中「３，２５０円」を「３，４００円」に改め、同項第３号ア中「５，６６０円」を「５，

９８０円」に改め、同号ウ中「２，３００円」を「２，５６０円」に改め、同号エ（ア）

中「１，５８０円」を「１，６４０円」に改め、同号エ（イ）中「７９０円」を「８２０
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円」に改め、同号エ（ウ）中「１，１８５円」を「１，２３０円」に改め、同号オ中「２，

５８０円」を「２，７００円」に改め、同号カ中「１，３００円」を「１，３６０円」に

改め、同条第２項第１号ア中「４，２４５円」を「４，４８５円」に改め、同号イ中「７，

０７５円」を「７，４７５円」に改め、同号ウ中「１１，３２０円」を「１１，９６０円」

に改め、同号エ中「１４，１５０円」を「１４，９５０円」に改め、同項第２号ア中「１，

７２５円」を「１，９２０円」に改め、同号イ中「２，８７５円」を「３，２００円」に

改め、同号ウ中「４，６００円」を「５，１２０円」に改め、同号エ中「５，７５０円」

を「６，４００円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和９年４月

１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 第１条の規定による改正後の猪名川町国民健康保険税条例の規定は、令和８年度分の

国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税については、なお従

前の例による。 

３ 第２条の規定による改正後の猪名川町国民健康保険税条例の規定は、令和９年度分の

国民健康保険税について適用し、令和８年度分までの国民健康保険税については、なお従

前の例による。 
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猪名川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

猪名川町国民健康保険税条例(昭和３４年条例第５号)   (第１条関係) 

改  正  条  文 現  行  条  文 

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額) (国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額) 

第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係

る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2

第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項

の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以

下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の6.48を乗じて算

定する。 

第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係

る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2

第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項

の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以

下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の6.11を乗じて算

定する。 

2 (略) 2 (略) 

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額) (国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額) 

第5条 第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について28,300

円とする。 

第5条 第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について26,800

円とする。 

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割

額) 

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割

額) 

第6条 第2条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の

2.68を乗じて算定する。 

第6条 第2条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の

2.39を乗じて算定する。 

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者

均等割額) 

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者

均等割額) 

第7条の2 第2条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について11,

500円とする。 

第7条の2 第2条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について10,

300円とする。 

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平 (国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平
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改  正  条  文 現  行  条  文 

等割額) 等割額) 

第7条の3 第2条第3項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第7条の3 第2条第3項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

⑴ 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 7,900円 ⑴ 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 7,600円 

⑵ 特定世帯 3,950円 ⑵ 特定世帯 3,800円 

⑶ 特定継続世帯 5,925円 ⑶ 特定継続世帯 5,700円 

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額) (介護納付金課税被保険者に係る所得割額) 

第8条 第2条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎

控除後の総所得金額等に100分の2.64を乗じて算定する。 

第8条 第2条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎

控除後の総所得金額等に100分の2.61を乗じて算定する。 

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額) (介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額) 

第9条の2 第2条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者

1人について12,900円とする。 

第9条の2 第2条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者

1人について12,300円とする。 

(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額) (介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額) 

第9条の3 第2条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について6,500円とす

る。 

第9条の3 第2条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について6,200円とす

る。 

(国民健康保険税の減額) (国民健康保険税の減額) 

第23条 次の各号の一に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課

する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額からア及び

イに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が66万円を超える

場合には、66万円)、同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額から

ウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が26万円を

超える場合には、26万円)並びに同条第4項本文の介護納付金課税額か

第23条 次の各号の一に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課

する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額からア及び

イに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が66万円を超える

場合には、66万円)、同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額から

ウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が26万円を

超える場合には、26万円)並びに同条第4項本文の介護納付金課税額か
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改  正  条  文 現  行  条  文 

らオ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が17万円

を超える場合には、17万円)の合算額とする。 

らオ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が17万円

を超える場合には、17万円)の合算額とする。 

⑴ 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中

に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40

年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項

に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する

給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号

において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中

に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条

第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定す

る公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあつては

当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以

上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者

に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下

この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあ

つては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円

を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者 

⑴ 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中

に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40

年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項

に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する

給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号

において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中

に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条

第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定す

る公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあつては

当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以

上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者

に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下

この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあ

つては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円

を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額

 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について1

9,810円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額

 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について1

8,760円 

イ (略) イ (略) 
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改  正  条  文 現  行  条  文 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除

く。)1人について8,050円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除

く。)1人について7,210円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める

額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める

額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 5,530円 (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 5,320円 

(イ) 特定世帯 2,765円 (イ) 特定世帯 2,660円 

(ウ) 特定継続世帯 4,148円 (ウ) 特定継続世帯 3,990円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について

9,030円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について

8,610円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯につい

て4,550円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯につい

て4,340円 

⑵ 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上

の場合にあつては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた

数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同

一世帯所属者1人につき30万5千円を加算した金額を超えない世帯に

係る納税義務者(前号に該当する者を除く。) 

⑵ 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上

の場合にあつては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた

数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同

一世帯所属者1人につき30万5千円を加算した金額を超えない世帯に

係る納税義務者(前号に該当する者を除く。) 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額
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改  正  条  文 現  行  条  文 

 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について1

4,150円 

 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について1

3,400円 

イ (略) イ (略) 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除

く。)1人について5,750円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除

く。)1人について5,150円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める

額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める

額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,950円 (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,800円 

(イ) 特定世帯 1,975円 (イ) 特定世帯 1,900円 

(ウ) 特定継続世帯 2,963円 (ウ) 特定継続世帯 2,850円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について

6,450円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について

6,150円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯につい

て3,250円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯につい

て3,100円 

⑶ 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上

の場合にあつては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた

数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同

⑶ 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上

の場合にあつては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた

数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同
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改  正  条  文 現  行  条  文 

一世帯所属者1人につき56万円を加算した金額を超えない世帯に係

る納税義務者(前2号に該当する者を除く。) 

一世帯所属者1人につき56万円を加算した金額を超えない世帯に係

る納税義務者(前2号に該当する者を除く。) 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額

 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について5,

660円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額

 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について5,

360円 

イ (略) イ (略) 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除

く。)1人について2,300円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除

く。)1人について2,060円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める

額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める

額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,580円 (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,520円 

(イ) 特定世帯 790円 (イ) 特定世帯 760円 

(ウ) 特定継続世帯 1,185円 (ウ) 特定継続世帯 1,140円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について

2,580円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について

2,460円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯につい

て1,300円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯につい

て1,240円 

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の

最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の

最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある
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改  正  条  文 現  行  条  文 

場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納

税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前

項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後

の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、次の

各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得

た額とする。 

場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納

税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前

項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後

の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、次の

各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得

た額とする。 

⑴ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に

定める額 

⑴ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に

定める額 

ア 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 4,245円 ア 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 4,020円 

イ 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 7,075円 イ 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 6,700円 

ウ 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 11,320円 ウ 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 10,720円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 14,150円 エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 13,400円 

⑵ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1

人について次に定める額 

⑵ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1

人について次に定める額 

ア 前項第1号ウに規定する金額を減額した世帯 1,725円 ア 前項第1号ウに規定する金額を減額した世帯 1,545円 

イ 前項第2号ウに規定する金額を減額した世帯 2,875円 イ 前項第2号ウに規定する金額を減額した世帯 2,575円 

ウ 前項第3号ウに規定する金額を減額した世帯 4,600円 ウ 前項第3号ウに規定する金額を減額した世帯 4,120円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 5,750円 エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 5,150円 



11 

 

猪名川町国民健康保険税条例   (第２条関係) 

改  正  条  文 現  行  条  文 

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額) (国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額) 

第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係

る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2

第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項

の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以

下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の6.85を乗じて算

定する。 

第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係

る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2

第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項

の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以

下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の6.48を乗じて算

定する。 

2 (略) 2 (略) 

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額) (国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額) 

第5条 第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について29,900

円とする。 

第5条 第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について28,300

円とする。 

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割

額) 

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割

額) 

第6条 第2条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の

2.96を乗じて算定する。 

第6条 第2条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の

2.68を乗じて算定する。 

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者

均等割額) 

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者

均等割額) 

第7条の2 第2条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について12,

800円とする。 

第7条の2 第2条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について11,

500円とする。 

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平

等割額) 

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平

等割額) 
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改  正  条  文 現  行  条  文 

第7条の3 第2条第3項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第7条の3 第2条第3項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

⑴ 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 8,200円 ⑴ 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 7,900円 

⑵ 特定世帯 4,100円 ⑵ 特定世帯 3,950円 

⑶ 特定継続世帯 6,150円 ⑶ 特定継続世帯 5,925円 

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額) (介護納付金課税被保険者に係る所得割額) 

第8条 第2条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎

控除後の総所得金額等に100分の2.67を乗じて算定する。 

第8条 第2条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎

控除後の総所得金額等に100分の2.64を乗じて算定する。 

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額) (介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額) 

第9条の2 第2条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者

1人について13,500円とする。 

第9条の2 第2条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者

1人について12,900円とする。 

(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額) (介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額) 

第9条の3 第2条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について6,800円とす

る。 

第9条の3 第2条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について6,500円とす

る。 

(国民健康保険税の減額) (国民健康保険税の減額) 

第23条 次の各号の一に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課

する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額からア及び

イに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が66万円を超える

場合には、66万円)、同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額から

ウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が26万円を

超える場合には、26万円)並びに同条第4項本文の介護納付金課税額か

らオ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が17万円

第23条 次の各号の一に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課

する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額からア及び

イに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が66万円を超える

場合には、66万円)、同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額から

ウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が26万円を

超える場合には、26万円)並びに同条第4項本文の介護納付金課税額か

らオ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が17万円
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を超える場合には、17万円)の合算額とする。 を超える場合には、17万円)の合算額とする。 

⑴ 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中

に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40

年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項

に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する

給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号

において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中

に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条

第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定す

る公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあつては

当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以

上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者

に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下

この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあ

つては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円

を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者 

⑴ 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中

に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40

年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項

に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する

給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号

において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中

に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条

第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定す

る公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあつては

当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以

上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者

に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下

この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあ

つては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円

を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額

 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について2

0,930円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額

 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について1

9,810円 

イ (略) イ (略) 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被 ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被
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保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除

く。)1人について8,960円 

保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除

く。)1人について8,050円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める

額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める

額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 5,740円 (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 5,530円 

(イ) 特定世帯 2,870円 (イ) 特定世帯 2,765円 

(ウ) 特定継続世帯 4,305円 (ウ) 特定継続世帯 4,148円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について

9,450円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について

9,030円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯につい

て4,760円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯につい

て4,550円 

⑵ 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上

の場合にあつては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた

数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同

一世帯所属者1人につき30万5千円を加算した金額を超えない世帯に

係る納税義務者(前号に該当する者を除く。) 

⑵ 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上

の場合にあつては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた

数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同

一世帯所属者1人につき30万5千円を加算した金額を超えない世帯に

係る納税義務者(前号に該当する者を除く。) 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額

 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について1

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額

 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について1
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4,950円 4,150円 

イ (略) イ (略) 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除

く。)1人について6,400円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除

く。)1人について5,750円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める

額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める

額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,100円 (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,950円 

(イ) 特定世帯 2,050円 (イ) 特定世帯 1,975円 

(ウ) 特定継続世帯 3,075円 (ウ) 特定継続世帯 2,963円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について

6,750円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について

6,450円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯につい

て3,400円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯につい

て3,250円 

⑶ 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上

の場合にあつては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた

数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同

一世帯所属者1人につき56万円を加算した金額を超えない世帯に係

⑶ 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上

の場合にあつては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた

数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同

一世帯所属者1人につき56万円を加算した金額を超えない世帯に係
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る納税義務者(前2号に該当する者を除く。) る納税義務者(前2号に該当する者を除く。) 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額

 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について5,

980円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額

 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について5,

660円 

イ (略) イ (略) 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除

く。)1人について2,560円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除

く。)1人について2,300円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める

額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める

額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,640円 (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,580円 

(イ) 特定世帯 820円 (イ) 特定世帯 790円 

(ウ) 特定継続世帯 1,230円 (ウ) 特定継続世帯 1,185円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について

2,700円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について

2,580円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯につい

て1,360円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯につい

て1,300円 

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の

最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある

場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の

最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある

場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納
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税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前

項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後

の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、次の

各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得

た額とする。 

税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前

項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後

の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、次の

各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得

た額とする。 

⑴ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に

定める額 

⑴ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に

定める額 

ア 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 4,485円 ア 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 4,245円 

イ 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 7,475円 イ 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 7,075円 

ウ 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 11,960円 ウ 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 11,320円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 14,950円 エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 14,150円 

⑵ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1

人について次に定める額 

⑵ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1

人について次に定める額 

ア 前項第1号ウに規定する金額を減額した世帯 1,920円 ア 前項第1号ウに規定する金額を減額した世帯 1,725円 

イ 前項第2号ウに規定する金額を減額した世帯 3,200円 イ 前項第2号ウに規定する金額を減額した世帯 2,875円 

ウ 前項第3号ウに規定する金額を減額した世帯 5,120円 ウ 前項第3号ウに規定する金額を減額した世帯 4,600円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 6,400円 エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 5,750円 

 


